
船舶事故等調査報告書 

                                   平成２２年１２月１６日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０仙第１４号 

事故等種類 乗組員負傷 

発生日時 平成２２年１月２９日 ０７時５０分ごろ 

発生場所 岩手県陸前高田市陸前椿島灯台から真方位２０２.５°０.７海里付近 

（北緯３８°５５.５′ 東経１４１°４２.７′） 

事故等調査の経過  平成２２年３月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第一くろさき丸、１９トン 

 ＩＴ２－４０１３（漁船登録番号）、広田湾漁業協同組合 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

機関長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

 死傷者等 負傷 １人（機関長） 

 損傷 なし 

 事故等の経過  本船は、船長ほか６人が乗り組み、定置網の清掃作業を行うため、陸前

高田市広田漁港の東方沖の漁場で、定置網の桁のワイヤロープに本船の船

首尾からロープをとり、船体の固定作業中、船首側のキャプスタンで巻い

ていたロープが張った状態のとき、うねりにより船体が上下動してロープ

が緩んでワイヤロープからずれて移動し、平成２２年１月２９日０７時５

０分ごろ左舷船首部で作業に当たっていた機関長の左手がロープと船縁と

に挟まれ、左手の甲に裂傷、左手小指に骨折を負った。 

本船は、作業を中止して帰港し、機関長は救急車で病院に搬送された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ３ 

海象：うねりの波高 約１ｍ～２ｍ 

 その他の事項 機関長は、ヘルメット、合羽上下、ゴム手袋を着用していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

本船は、広田漁港東方沖に設置された定置網の

ワイヤロープにロープをとって船体の固定作業

中、うねりで船体が上下動してワイヤロープにと

っていたロープが移動したため、左舷船首部で作

業に当たっていた機関長の左手がロープと船縁と

に挟まれたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、広田漁港東方沖に設置された定置網のワイヤロープ

にロープをとって船体の固定作業中、うねりで船体が上下動してワイヤー

ロープにとっていたロープが移動したため、作業に当たっていた機関長の

左手がロープと船縁とに挟まれたことにより発生したものと考えられる。 

 

 




